
平
成
二
十
九
年
十
二
月
五
日
提
出

質

問

第

八

六

号

東
京
外
か
く
環
状
道
路
に
関
す
る
第
三
回
質
問
主
意
書

提

出

者

宮

本

徹
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東
京
外
か
く
環
状
道
路
に
関
す
る
第
三
回
質
問
主
意
書

私
は
十
一
月
二
十
二
日
に
、
東
京
外
か
く
環
状
道
路
に
関
し
て
再
質
問
主
意
書
を
提
出
し
、
十
二
月
一
日
に
答
弁
が
閣
議
決

定
さ
れ
た
。

答
弁
書
に
不
明
確
な
点
が
あ
る
の
で
、
以
下
の
点
に
つ
い
て
再
々
質
問
を
行
う
。

一

答
弁
書
で
は
、
東
京
外
環
（
関
越
〜
東
名
）
の
「
現
時
点
に
お
け
る
全
体
事
業
費
は
一
兆
五
千
九
百
七
十
五
億
円
」
と

し
、
「
国
土
交
通
省
が
約
七
千
四
百
九
億
円
、
東
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
及
び
中
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
が
約
八
千
五

百
六
十
六
億
円
を
負
担
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
」
と
あ
り
、
国
土
交
通
省
と
両
高
速
道
路
会
社
で
全
事
業
費
を
負
担
す
る
説

明
と
な
っ
て
い
る
。
つ
い
て
は
、
政
府
が
こ
れ
ま
で
説
明
し
て
き
た
東
京
都
の
負
担
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
再

度
、
全
事
業
費
の
負
担
に
つ
い
て
詳
細
な
説
明
を
求
め
る
。

ま
た
、
全
体
事
業
費
の
一
兆
五
千
九
百
七
十
五
億
円
の
う
ち
、
こ
れ
ま
で
契
約
済
の
事
業
費
も
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

「
契
約
手
続
き
が
取
り
止
め
と
な
っ
た
中
央
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
部
分
の
「
地
中
拡
幅
部
」
」
に
係
る
工
事
（
以
下
「
本
件

工
事
」
と
い
う
。
）
の
事
業
費
に
つ
い
て
、
二
千
十
六
年
五
月
十
九
日
の
再
評
価
の
時
点
で
の
見
込
み
額
を
明
ら
か
に
さ
れ

た
い
。
同
時
に
、
こ
の
点
を
国
民
に
対
し
て
わ
か
り
や
す
く
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
と
私
は
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
求

一



め
る
。

三

国
土
交
通
省
が
、
東
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
及
び
中
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
と
、
「
本
件
工
事
を
こ
れ
ら
の
会
社
が

施
行
す
る
こ
と
に
つ
い
て
合
意
」
し
た
年
月
日
及
び
合
意
を
交
わ
し
た
文
書
の
存
在
の
有
無
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

同
時
に
、
こ
の
点
を
国
民
に
対
し
て
わ
か
り
や
す
く
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
と
私
は
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
求
め

る
。ま

た
、
東
京
外
環
（
関
越
〜
東
名
）
に
係
る
工
事
に
つ
い
て
、
国
に
よ
る
施
行
（
い
わ
ゆ
る
直
轄
事
業
）
と
高
速
道
路
会

社
に
よ
る
施
行
（
い
わ
ゆ
る
有
料
道
路
事
業
）
の
基
本
的
な
役
割
分
担
、
施
行
区
分
の
考
え
方
に
つ
い
て
は
、
二
千
十
二
年

一
月
二
十
四
日
の
国
土
交
通
省
社
会
資
本
整
備
審
議
会
道
路
分
科
会
第
八
回
事
業
評
価
部
会
で
国
土
交
通
省
に
よ
り
報
告
が

さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
「
日
常
的
な
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
が
必
要
な
舗
装
設
備
工
事
は
有
料
道
路
事
業
者
が
担
当
」
し
、

「
東
名
の
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
、
…
効
率
的
な
整
備
を
進
め
る
観
点
か
ら
有
料
道
路
事
業
者
が
実
施
す
る
」
と
さ

れ
、
こ
う
し
た
立
場
か
ら
の
資
料
も
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
資
料
で
は
大
泉
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
・
目
白
通
り
イ
ン
タ
ー
に
つ

い
て
は
「
工
事
に
着
手
す
る
た
め
の
用
地
が
取
得
で
き
れ
ば
、
高
速
道
路
会
社
に
よ
る
施
行
に
変
更
」
と
さ
れ
て
い
る
。
と

こ
ろ
が
中
央
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
舗
装
・
設
備
工
事
以
外
は
「
国
が
施
行
」
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。

二



「
国
が
施
行
」
と
さ
れ
て
い
た
箇
所
に
つ
い
て
高
速
道
路
会
社
が
施
行
す
る
こ
と
と
な
っ
た
経
緯
及
び
理
由
を
明
ら
か
に

さ
れ
た
い
。

四

国
が
実
施
す
る
入
札
で
、
「
談
合
等
の
不
正
行
為
の
疑
義
を
払
拭
で
き
ず
、
契
約
の
公
正
性
を
確
保
で
き
な
い
恐
れ
が
生

じ
契
約
手
続
き
の
取
り
や
め
」
と
な
っ
た
事
例
は
あ
る
か
。
仮
に
「
あ
る
」
場
合
は
、
近
年
の
事
例
を
示
さ
れ
た
い
。

五

答
弁
書
で
は
、
首
都
高
横
浜
北
線
の
馬
場
出
入
口
の
工
事
に
よ
り
生
じ
た
地
盤
沈
下
に
つ
い
て
、
「
首
都
高
速
道
路
株
式

会
社
に
よ
る
本
件
地
盤
沈
下
に
係
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
等
の
調
査
の
結
果
が
出
た
後
に
参
考
に
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
る
」
と
あ

る
。こ

れ
は
、
つ
ま
り
、
政
府
と
し
て
は
、
中
央
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
地
中
拡
幅
部
の
設
計
に
、
当
該
調
査
結
果
を
反
映
さ
せ
る

こ
と
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
か
。
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


